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=第６７回定期大会 無事終了= 
    

 第６７回定期大会は、去る２月２０日(日)

グランドエル・サンのクリスタルホールにて

開催されました。今回は、まん延防止等重点

措置期間にかかった為、出席代議員を大幅に

減らし多くの方に委任状を提出していただ

き参加人数を減らし、時間も半日と短縮した

上で行いました。    

 代議員の方々を始め、参加頂いた各位の御

協力により、議事日程を踏まえた進行と運営

ができました。今後の機関会議の中で、大会

の進行・運営・議事内容については、総括を

行なって参ります。大会の準備・運営に御協

力頂きました方々には改めて御礼申し上げ

ます。      

 今回は、本部役員の改選も行なわれ、新三

役は次のとおり決まりました。宜しくお願い

いたします。   

 執行委員長  関 寛 (新) 

 副執行委員長 和田吉和(再) 

   〃    佐藤 力(新) 
 当日、同時に選任されました他の本部役員

については、担当部署が決まった後にお知ら

せ致します。    

※再縮小、最短縮開催とした為、大会当日「大会

役員」と「議事日程」を議案書記載の内容から

変更しました。また、決算書・予算書に誤りが

ありましたので併せて正誤表を配布します。 

========================== 

  組織人員の状況（人） 月間純増を達成  

R4 年 

期首 
１月末 

2 月 

加入 
2 月脱退 

(内死亡) 
１月末 

前月 

対比 

1,545 1,544 0 10(4) 1,534 -10 
    

 組織人員の減少は、組合のメリット低減に 

  直結する大きな問題です。 

みんなの声掛けで流れを変えよう！！ 

～全支部・分会で純増拡大を達成しよう～ 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

     
 

確定申告書込み相談会 終える 
       

 ２月２６日(土)・２７日(日)の両日、組合

にて税金の確定申告書込み相談会が行なわ

れ、住民税２件、所得税４５件、消費税２件

の計４９件の申告相談を受け付けました。 

 事前予約制を導入し混雑緩和に努め、担当

税理士と賃金・税金対策部員の連携・協力の

もと、目立った支障も無く終了できました。 

 予め下書き等に取り組まれました利用者

各位、運営に御協力頂きました皆様には、改

めて感謝申し上げます。 

 

 

◆

詳しくは今月配布の『私たちのこくほ 健康の

広場』をご覧ください。年齢により賦課区分が変

更になる方には、後日、お知らせを送付致します

ので、ご確認下さい。 

 

２月１０日発行の田川建労情報の『令和４年度組

合主催定期健康診断日程』の記載に誤りがありまし

た。訂正してお詫び申し上げます。正しくは下記の

ようになります。 

誤） ４月１日（木） 山戸 

正） ４月１日（金） 山戸 

申し訳ございませんでした。   
 
     

♪♪講習会のお知らせ♪♪ 
  

 今回は、同時配布の年間実施計画（Ａ３版）

をご覧ください。いずれも予定です。お問合

せ・申込みは各実施機関にお願いします。下

記組合 HP の『各種講習会』から実施機関の

HP にリンクされています。  

（受講後、取得した資格証等を持参して頂

くと補助金が適用されます。） 
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令和４年度 山形県住宅支援制度 
 山形県は、４月から利用できる住宅支援制

度の説明会を今年度は行わない事とし、制度

資料を下記、山形県住宅情報サ

イト「タテッカーナ」に掲載する

事としました。下記 URL、右記 QR

コードからご確認ください。 

https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/ 
 
 

組 合 員 の 明 暗  (敬称略) 

            

◆お悔やみ申し上げます    

石川 弘司（大 山/左官）２月 16 日死去 84 歳 

五十嵐勝治（鶴 岡/大工）２月 19 日死去 76 歳 

相田二三男（櫛 引/大工）２月 20 日死去 64 歳 

大井 峯三（三 川/大工）２月 22 日死去 93 歳 

 

☆赤ちゃん誕生おめでとう！ 

 廣井 翼 （藤 島）  
 

※組合共済申請を基に掲載しています。 

       

３月・４月の行事 

       

 ３／11   三役会・職訓三役会     (田川) 

   13   主婦の会総会        (組合) 

   15   県連執行委員会       (山形) 

   23   執行委員会・職訓理事会   (田川) 

   28   委員会【午後】       (田川) 

 

 ４／１   集団健診（山戸）      (山戸) 

   ７   全国技術対策活動者会議   (Web ) 

   13   集団健診（大蔵）      (大蔵) 

   20‐21 県連第 61 回定期大会     (天童) 

 
     

⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃  

雪害・風害で 

住宅に被害をうけた皆様へ 
     

 現に居住する住宅が雪害・風害などで損壊

(復旧費用 20 万円以上)した場合、組合共済

が対象になる可能性があります。詳しくは、

お問合せ下さい。 

⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆ ⛆☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃  

     

🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘 

解体、改修工事の石綿対策規制が強化！ 
調査結果報告が義務化されます！ 

     

◆工事開始前の石綿有無の調査(義務化) 
  開始時期：令和３年４月から     

  対  象：全ての建築物・工作物   

  方  法：書面と目視（現地調査）  

  調査結果：発注者への説明／現場への備え付け、掲示 

       ３年間の保存       
     

◆事前調査結果の報告(義務化) 

  開始時期：令和４年４月から  
  対  象：解体(80 ㎡以上)/改修(100 万円以上) 

  届け出先：監督署・都道府県等 
     

◆講習修了者による調査(義務化)   
  開始時期：令和５年１０月から    

  講  習：一般建築物石綿含有建材調査者講習 

【今回配布の年間実施計画参照】寒河江会場 0237-83-2211 

 詳しくは、石綿総合情報 

ポータルサイトをご覧ください。 

 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ 

🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘 
     

厚生労働省通達 
 規格不適合の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ

等)の使用中止と回収に関するお知らせ 
     

 厚生労働省は、規格不適合の商品リストを

公表しました。（不適合リストには、タニザ

ワ、藤井電工などは入っていません）不適合

商品を購入・使用しないようお願

いします。詳しくは厚生労働省の

HP でご確認下さい。 

 www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24070.html 
 
     

☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏☎📞☏✆☎📞☏ 

事務所閉鎖時等の緊急連絡は下記へ 
執行委員長  関 寛   090-7522-3392 

副執行委員長 和田 吉和 090-1495-9004 

副執行委員長 佐藤 力  090-5231-5080 
☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏☎📞☏✆☎📞☏ 
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❖❖❖建設国保ご加入のみなさんへ❖❖❖ 

令和４年度 
特定健康診査受診券発送について 

４０歳から７４歳までの建設国保加入者は、健

康診断を受ける際、特定健康診査受診券がない

と受診できません。 

今回「うぐいす色」の封筒で３月中旬から下旬

にかけて受診券が建設国保組合（山形市）より 1

人１人別封筒で直接郵送されます。この受診券

は、令和４年４月１日から令和５年３月末日

まで１年間で１回使用できる受診券となりま

す。健康診断を受診する際、提示が必要ですの

で大切に保管して下さい。 

尚、４０歳未満の方は受診券をお持ち頂かなく

ても健診を受ける事ができますが、健診の補助

金対象は、建設国保組合の資格取得日より、６

ケ月以上経過した方になりますので健康診断の

日程が決まりましたらご確認をお願いします。 

令和４年度 組合主催定期健康診断実施予定

日につきましては、２月１０日発行の田川建労情

報でご確認下さい。 

※詳細につきましては、申込書の配布時

にお知らせいたします。 
       

 

技能検定は、技能の程度を一定の基準によって検定

し、それを公に証明する国家検定制度です。 

技能検定に合格すると法に基づいて「技能士」と称す

ることができます。 

技能者の皆さん、自分の技能に自身と誇りを持って、

この検定制度を大いに活用しましょう。（受検案内抜粋） 

ご一報いただければ、受検申請書等送付します。 

〆切 ４月１５日（厳守） 
技能検定及び建築士に合格した組合員には、お祝

金が支給されます。合格証をお持ちいただき申請し

てください。（２年以内の申請が必要です。） 

      

建設国保被保険者証 

変更のお手続きはお早目に!! 

 

建設国保に加入されている方で、保険証の

記載事項に変更等があった場合はお早目に

お手続きをお願いします。 

★住所が変更になった場合・・・ 

住民票謄本（コピー可）、建設国保の

保険証（家族分も含む）、印鑑、※①を

ご持参下さい。 

★就職先の健康保険に加入した場合・・・ 

新しい保険証がお手元に届いてから

のお手続きになります。 

新しい保険証（コピー可）、建設国保

の保険証（原本）、印鑑、※①をご持

参下さい。 

★転出した場合・・・ 

新しい住所の住民票謄本（コピー可）

又は除籍された住民票謄本（コピー

可）、建設国保の保険証（原本）、印鑑、

※①をご持参下さい。 

★転入した場合・・・ 

住民票謄本（コピー可）、保険料、印

鑑、※①をご持参下さい。 
 

※①上記記載の必要書類の他に組合員

本人と申請対象者のマイナンバー（個

人番号）、申請にお越し頂く方の本人確

認書類が必要になります。 

※住民票謄本は世帯全員の続柄、世帯

主等が記載されている省略の無い住民

票になります。 

詳しくは田川建労へお問い合わせ下さい。 
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